
１ はじめに

昨年は、原子力回帰・推進の1年でした。こ

の反動的1年を時系列に従って振り返り(4頁・

別紙一覧表)、新しい2026年が本当に心安らか

に暮らせる年であるために、私たちは何をす

べきか、何ができるのかを、原発、核燃廃止

運動の視点に立って考えてみたいと思います。

２ 後戻りの現状

(1) 第7次エネルギー基本計画の策定

2月に発表された第7次エネルギー基本計

画は、「原発依存度低減」から一転して

「最大限活用」への転換を図り、また、

「六ヶ所再処理工場とMOX燃料工場の竣工

は必ず成し遂げるべき重要課題であり、

官民一体となって取り組む」強い決意が

示され、再処理・核燃の積極推進を改め

て表明しました。

福島原発事故に対する国民の不安、被災

者の悲しみと怒り、原子力行政への不信、

電力業界への非難の声に押されて打ち出

された「依存度低減」政策が、わずか14

年で、いともあっさり放棄され、3.11以

前に後戻りしてしまったのです。

(2) 原発回帰の実状

計画発表からわずか10ヶ月の間に、原発

回帰政策は実行に移され、泊原発(3号機)
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の再稼働は最終段階を迎えます。柏崎刈

羽原発6号機は、県知事が容認の意向を表

明し、県議会の追認を得て「地元同意」

の手続を終えたことにしたものの、その

直後制御棒引抜試験の不具合が生じ再稼

働は延期され、1月21日に再稼働したが、

翌日再度不具合が発生して原子炉停止、

東電の技術的能力の欠如が露になった。

7号機は、新規制基準の「特重施設」に

要求されるテロ対策の「地下式フィルタ

ベント(FV)」の設置遅れで、2029年9月ま

で再稼働は先遅れとなった。

残る浜岡原発(3,4号機)は耐震不正デー

タ発覚により審査のやり直しとなりまし

た。

避難計画の不備などを理由に運転差止と

なった東海第二原発は控訴審(東京高裁)

で審理中で、安全対策工事、地元同意未

了のため再稼働は先送り。東通原発は津

波、地震(活断層)対策の審理が終われば

再稼働に向かって動き出すと思われます。

大間原発の建設進捗率は37％にすぎませ

んが、竣工に必要な適合性審査は着々と

進んでおり予断を許しません。

(3) 最終処分地、中間貯蔵施設の立地

① 最終処分地選定は、寿都町、神恵内村

の文献調査は終了したものの、次の概要

調査に移行する条件が整わず、また玄海

町は文献調査を受け入れたものの地質条

件に難点があり、加えて両候補地の知事

が概要調査に不同意の意向を示している

ことから、NUMOの思惑どおり計画が進む

とは思えませんが、流動的な政治情勢の

下では、知事の姿勢が変わる事態もなき

にしもあらずで、先行きは不透明と言わ

ざるをえません。

② 原発運転継続のネック解消策である

使用済燃料の敷地内外における中間貯蔵

計画は、むつ中間貯蔵施設(RFS)への第2

回搬入は実施されたものの、中国電力、

関西電力が狙う上関町は住民や周辺自治

体の反対が強く立地は流動的です。現在

使用済燃料プールの貯蔵率約85％の関電

は、中間貯蔵場確保に奔走しています。

(4) 六ヶ所再処理工場

同工場は、2020年7月事業変更許可を受

けたものの、設工認申請(1回目2020年12

月、2回目2022年12月の2回)手続での説明

が長引き(申請項目が約5万個所と膨大な

うえ、その70％がアクセス困難で、実地

検査が困難なため)、当初1999年8月に予

定していた竣工は27回もの延期を繰返し、

日本原燃は2026年度中(2027年3月末)の竣

工を目指していますが、それまでに審査

が終了する状況にはなく、28回目の延期

が確実視されており、竣工と本格稼働は

極めて不透明な状況にあります。

六ヶ所工場の操業が遅れると、原発の使

用済燃料プールの貯蔵が満杯となり、運

転に支障をきたすため、日本原燃の大株

主である関電は、エース級社員を派遣し

て竣工へのテコ入れをするなど、会社・

株主一体となって竣工に向けて必死の工

作を行っています。

事業主である日本原燃にも、その焦りが

如実に表れる一例を紹介します。日本原

燃は、これまで使用前事業者検査で確認

するとしていたガラス溶融炉(ガラス固化)

検査を竣工後に実施すると方針変更しま

した。その背景には難関であるガラス固

化にまた失敗すれば竣工が更に遅れるの

で、このような事態は絶対避けたいとい

う思惑があり、審査会合で突如として、

このような非常識極まりない説明をする

に至りました。原告団は本末転倒の方針

変更を批判し強く抗議しました(別項参照)。

３ 規制の現状

福島原発事故から15年経ちますが、国民及

び被災住民の不安と苦悩は忘れ去られてしま

いました。

フクシマの反省と教訓を契機として新たに

設置された原子力規制委員会は、法が定めた

規制機関としての独立、中立公正の立場をか

なぐり捨て推進に加担し、一方推進を最終的

にチェックすべき裁判所も、規制委判断の追

認が常態化、電力擁護、国策追随の姿勢が目

立ちます。
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４ 推進側にも逆風

(1) 六ヶ所再処理工場の破綻

① 六ヶ所再処理工場は、必要性、経済性、

安全性、平和利用目的、高レベル放射性

廃棄物処分いずれの観点からも、その成

立要件を欠き、事実上の破綻状態にあり

ます。このことは、プルトニウム利用

(プルサーマル)の挫折及び前述した竣工

の大幅遅れ状態に照らして明らかです。

② 六ヶ所再処理工場の立地条件の劣悪

性については、裁判においても度々指摘

してきましたが、12月8日の青森県東方

沖の海溝型地震(M7.6、震度八戸市6強、

六ケ所村5強)は、国(内閣府)が公表し

た日本海溝・千島海溝沿い巨大地震

(M9.1～9.3)や青森県が公表した太

平洋側海溝型地震(M9.0、六ヶ所再

処理工場敷地周辺の震度6強)発生

の予兆であり、福島原発事故の再

発を予測させる「海底の時限爆弾」

と銘記すべきです。100％安全な耐

震補強が確保されるまでの間、核

燃の稼働は中止し、東通原発の再稼働は

行ってはなりません。

(2) プルトニウム保有制限

仮に工場が竣工したとしても、以下の状

況に照らして再処理工場稼働のメリット

はない。

① 原子力委員会の方針改訂

アメリカからプルトニウム保有量の上

限制限(キャップ制)導入の要求を受けて

(当時の保有量は2017年時点で47.3トン)、

原子力委員会は、「利用目的のないプル

トニウムは持たない」(2000年長計)方針

を「プルサーマルの着実な実施に必要な

量だけ再処理が実施されるよう認可を行

い、プルトニウム保有量を減少させる」

(2018年7月31日決定)と改訂しました。

現在(2024年末)の保有量は44.42トンで

すが、これにより、六ヶ所再処理工場の

年間800トンのフル稼働は、大幅に制限

されることになりました。

② 日本原燃の操業計画

日本原燃は、2024年12月13日、六ヶ所

再処理工場の暫定操業計画を立て、次表

のように公表しました。申請当初の操業

計画は大幅に縮小されています。暫定計

画とは言うものの当初計画とあまりにも

かけ離れた処理量であり、経理的基礎

(採算性)を確保する観点からも、六ヶ所

再処理工場の破綻は明らかです。

５ 2026年を原発・核燃(再処理)廃止の年に！

昨年は、原発回帰に舵を切った最悪(最厄)

の年でしたが、推進側にも厳しい逆風が吹い

ています。諦めることなく、着実な反対運動

を積み重ねて、原発と核燃(再処理)廃止に向

けての展望を切り拓こうではありませんか。

このニュースがお手元に届くころに

は、衆議院が解散され総選挙選の真

最中と思われますが、一人でも多くの反核候

補が当選できるよう頑張りましょう。

原告団メンバーであり、反原発・反核燃を

訴える佐原若子さんが、青森3区と東北比例区

に重複立候補予定です。
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第１ 池田安隆教授の地震学会「日本の原子力

発電と地球科学」への投稿

池田安隆氏は、原子力安全委員会の安全

審査に関与し、多数の論文、学会発表資料

などにおいて、本件施設の沖合に存在する

長大な海底断層について、その成因を分析

し、これが現在も活動中の活断層であると

述べてきた。

本論文は、このような経験に基づいて、

理学者として、現在の原発の地震に関する

規制審査について、池田氏が、問題点とし

て考えたことを総括的に、俯瞰的にまとめ

たものである(下線は編者による)。

第２ 原子力施設の耐震安全性に関する規制審

査の総括的な問題点

１ 規制機関が独自に調査することはない

同論文の冒頭において、「原子力関連施

設の耐震安全性審査の最大の問題は，地震

動のリスクに関する科学的知見と工学的・

経済的・社会的要請とが完全に分離されず，

審査の過程において過度な妥協やつじつま

合わせが行われてしまうことにある．」

「本報告では，こうした様々な要請を一旦

忘れ，純粋に科学的見地から変動帯に立地

する原子力関連施設の地震災害リスクを検

討する．」「また理学者としての筆者の立

場から，自然災害と原子力災害との本質的

な違いについて議論し，理学が自然災害の

軽減に対してどの様な貢献をすべきかにつ

いて私見を述べる．」と、自らの立場を明

らかにされている。

「１．はじめに」では、「旧・原子力安

全委員会は，1981年に制定された「発電用

原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

を2006年に改訂した．この「新指針」に基

づいて既設の原子力発電施設すべてについ

て耐震安全性の再評価(いわゆる「バックチェッ

ク」)が実施された．耐震安全性の評価は各

事業者自身が行い，その結果を先ず原子力

行政の推進機関である旧・原子力安全保安

院(経済産業省に属す)に報告する．原子力

安全保安院は評価結果の妥当性を確認した

後，最終審査機関である原子力安全委員会

に報告し審査をゆだねる．」と審査の仕組

みを説明されている。

「世間一般に余り認識されていないこと

は，このような審査にあたって，その根拠

となるデータの取得と解釈を事業者自身が

行って報告書にまとめるということである．

審査を行う側の原子力安全委員会が独自に

調査を行う事は全くない．審査を裁判に例

えれば，原子力事業者は被告人である．検

察側が全く証拠を提出せず，被告側の証拠

だけを基に行う裁判で真相を解明できるか

否か，答えは言うまでも無いであろう．」

と、審査が、事業者のしつらえた土俵の上

で、闘われていることを痛烈に批判してい

る。

２ 規制委員会の下ではダブルチェックが働

かなくなっている

「政府は，旧・原子力安全保安院と旧・

原子力安全委員会とで二重に存在していた

審査機関を，原子力規制委員会に一元化す

ることによって効率化を図った(と説明).し

かし，これは「効率化」の一方でダブルチェッ

クの機能が働かなくなったことを意味する．」

そして、地震動のリスクについて「しか

も旧・原子力安全保安院は，国策として原

子力行政を推進するサイドに属していたの

で，厳密な意味での審査機関では無い．し

かしそれでもなお，ある種歯止めの役割を

果たしてきたと思われる．旧・原子力安全
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委員会・耐震安全性評価特別委員会の専門

委員として原子力関連施設の耐震安全性バッ

クチェック審査に関わった．その経験から

判断すれば，耐震安全性審査の最大の問題

は，地震動のリスクに関する科学的知見と

工学的・経済的・社会的要請とが完全に分

離されず，審査の過程において過度な妥協

やつじつま合わせが行われてしまうことに

ある．」

３ 巨大な慣性力に抗しうる科学者は多くな

い

「誤解を恐れずに単純化すれば，行政官

僚は無謬性と一貫性を，企業は利潤を，技

術者は技術的挑戦を，半ば本能的に追求す

る．さらに付け加えれば，科学者組織も含

めたこれら集団の間で利益誘導へと向かう

力が働く．そしてこれらの巨大な慣性力に

抗しうる科学者は多くない．組織の持つ慣

性力は，大学以外の国立およびそれに準ず

る研究機関に所属する科学者にとってより

深刻である．川勝(2012)は，防災に関わる

問題をトランスサイエンス領域に属すると

位置づけ，社会の広範な分野との共同作業

によって解決すべきであるとの見解を述べ

た．しかし，そのような共同作業が原子力

安全委員会等の場で実際に行われたという

例を(寡聞にして)筆者は知らない;現実に起

こった共同作業はむしろ，過度な妥協とつ

じつま合わせとであった．」

４ 理学者は何ができるかという問い

「理学は，社会の要請に直接応えること

を目的とする実学ではなくて，虚学である．

社会の要請にたいして理学が答えるべきこ

とは何なのか，という問に容易に答えを出

すことはできない．しかしその答えが過度

な妥協やつじつま合わせをして真実を曲げ

ることで無いことだけは確かである．」と

警鐘を鳴らしている。

第３ 「地震ハザードとしての断層」

「地震ハザードとなる断層は，大は沈み

込み帯の巨大逆断層から小は露頭スケール

の小断層まで，様々な規模にわたって存在

する．また，これらの断層が動くことによっ

て引き起こされる災害は，(a)地震動による

災害，(b)地震動が二次的に引き起こす現象

(斜面崩壊，地滑り等；津波もこれに含めて

おく)によって生じる災害(c)断層のずれに

よって生じる災害，の3通りに分類できる．

(c)は地表断層をまたいで構造物を造った場

合に起こる災害であり，地震動とは無関係

であるが，広い意味で地震災害に含めてお

こう．」

「原子力発電施設の耐震安全性を評価す

るということは，地震ハザードの存在をも

れなく認識した上で，当該施設が被り得る

被害の大きさとその発生頻度とを予測する

ことである．地震ハザードとしての断層は，

重要度の順に次の3つ(2番目の項目をさらに

細分すれば4つ)に分類できる」

（1） 沈み込み帯の巨大逆断層，

（2a）規模の大きい顕在活断層，

（2b）規模の大きい伏在活断層，

（3）小規模活断層(露頭スケール)．

ここで言う重要度とは，活動頻度(地震発

生頻度)と発生する地震の規模である．次節

では，これらについて順に説明する．

第４ 規模の大きい顕在活断層の危険性

「比較的規模の大きい(マップスケールの)

活断層が起こす地震はMw7級のいわゆる内陸

直下型地震である．この種の断層は，問題

とする核施設の近傍にあれば強震動の要因

となる．活動頻度は，数千〜数万年に一度

程度であることがトレンチ掘削調査等で明

らかになっている．ここでは，地表まで断

層面が達している顕在活断層(2a)と地下に

埋もれた伏在活断層(2b)とに分けて記述す

る．活断層とは現在の応力場の下で地震を

起こし得る断層のことであるが，地震を起

こし得るか否かは最近の地質時代における

活動の有無によって判断する．断層面が地

表まで達しているもの(顕在断層，surface

faults)は，地表調査やトレンチ掘削調査等

によって最近の地質時代における活動を確

かめることができる．顕在活断層について
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は空中写真判読を含む従来型地表調査でマッ

ピングすることが可能であり，既に日本列

島では分布の全貌がほぼ明らかになってい

る．しかし，後述する地下深部に伏在する

断層は，現在の応力場の下で地震を起こし

得る断層であるか否かを地質学的に確かめ

ることができないから，「活断層」として

マッピングすることができない．

第５ 活動度の低い長大断層

池田氏は、活動度は低いけ

れども長大な断層が甚大な被

害をもたらしうることを、次

のように指摘する。

「伏在断層と並んで防災上

厄介な問題は，活動度の低い

長大な断層である．過去の造

山運動に伴って成長した長大

かつ成熟した断層は，(断層面

の強度が低いため)たとえ現在

の応力場に非調和な配置であっ

ても低い頻度で活動している

場合がある．この種の断層が

一旦破壊を始めると，止めどなく破壊が伝

播して大規模な地震を発生する可能性があ

る．極端な例の一つは，2008年に四川省で

起こったMw7.9の汶川地震である．この地震

はプレート内で起こる地震としては最大級

である．震源となった龍門山断層は，長

さ300kmにわたって破壊したが，さらにその

北東に200kmにわたる未破壊な延長部分を遺

す長大な断層である．

低頻度ではあっても大きな地震を起こす

断層が存在する．こうしたやっかいな断層

は，変動帯の中だけに存在するのではない;

安定大陸の内部でさえ緩慢な応力の蓄積が

あり，長大な「古傷」が再活動して大地震

を起こす例がある．たとえば，1811-1812年

に北米大陸のミシシッピー中流域で起きた

地震群(M7.5-7.7)である．日本列島にも中

新世以前の造山運動で形成された古傷断層

が多数あり，その中には双葉断層のように

長大で大地震を起こす可能性があるものが

存在する．こうした断層の活動性評価は未

だ十分に行われていない．」

第６ 規模の大きい伏在活断層

断層面の上端が地下浅部（数km以浅）ま

で達している断層（浅部伏在断層）は，物

理探査やボーリング等によってその位置と

活動性を評価できる可能性があるが，より

深部に伏在する断層についてはお手上げで

ある．

図3は，地表で認識できる比較的小規模

な逆断層(横浜断層)と地下に伏在する断層

の関係を示す地震探査記録である．この例

では，西傾斜の逆断層が地下～500mで東傾

斜の正断層に当たって連続を断たれる．地

下に伏在する2條の正断層は，主として中新

世に活動した断層であることを地質構造か

ら読み取ることができる．表層で認められ

る圧縮構造は，これら伏在断層が(逆断層と

して)再活動した結果生じた可能性が高いが，

それを直接証拠立てることは困難である．

日本列島の伏在活断層のマッピングはまだ

十分行われていないので，その全貌はわか

らない．

第７ (省略)

第８ 自然災害研究と理学

実学とは社会の要請に直接応えることを

目的とする学問であり，最終的にはその成

果を社会に実装して完結する．一方，理学

は虚学である．「虚学」とは本来，リベラ

ルアーツや理学を志す者が自らの学問に誇

りと(少しニヒリスティックな)気概を込め

て使った呼称であるが，現在では否定的な
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意味で使われることが多い．理学者(の多く)

は本来実学的研究に向いていないし，その

ような訓練と教育を受けていない．にもか

かわらず，多くの理学者が大型研究費獲得

を動機として国策としての地震防災研究に

参画した．その結果失ったものは，自由な

学問的発想と健全な批判精神とを発露でき

る開かれた学会であり，それが生み出す学

問としての活性である．国策に深く関与す

ることは，一方で無謬性と一貫性とを重視

する行政の論理によって陰に陽に(意識的に

せよ)無意識的にせよ縛られることを意味す

る;同様に，産学協同は利潤追求の論理に縛

られることに通ずる．虚学を志す者がかつ

て守ってきた学問の自由とは，この種の束

縛からの自由であった．理学者は実学的自

然災害研究ではなく，虚学的な動機に基づ

く自然災害研究をめざすべきであり，ひい

てはそれが真の意味で社会に貢献する道で

あると筆者は考える．巨大地震や火山噴火

といった地質現象そのものを理学的な動機

に基づいて研究することは，災害の軽減に

何らかの形で役立つかもしれない．しかし，

これを自然災害研究とは呼べない．それで

は，理学的自然災害研究とはどんなものが

あり得るであろうか?」

第９ 人類と自然災害・虚学はあらゆる束縛か

ら自由でなければならない

「人類の生存に最も必要なのは食料生産

であり，それは元を辿ればすべて生物の一

次生産に依存する．生物一次生産に必要な

のは，(1)水，(2)温度，(3)炭素，(4)窒素，

および(5)無機栄養塩類である．高温・湿潤

な熱帯・亜熱帯地域は，(1)(2)の条件にか

なう．炭素と窒素は大気から供給されるの

で，(3)(4)の条件は地球上何処でも変わら

ない．問題は(5)の栄養塩類である．生物の

一次生産に必要な栄養塩類は，バッファー

としての土壌を介して岩石から供給される．

土壌中の栄養塩類は，溶脱によって枯渇し

ていく．

人類と自然災害との関わりは決して単純

では無く，それを過去から現在までにわたっ

てグローバルに探求することは，学問的な

面白さに富んでいる．これは，自然科学だ

けでは解決できない，したがって虚学の広

い分野が連携して取り組むべき，重要な課

題である．人類と自然災害との関わりを過

去から現在までにわたって探求することは，

「防災」に対する根源的な問いかけに通ず

る;こうした虚学的自然災害研究のゴールは，

防災とは如何にあるべきかという提言を社

会に示すことであるが，問いかけだけで終

わったとしても研究する意義がある．何故

なら，実学的災害科学は，当面する災害を

防ぐという喫緊の要請に応えることを目的

とする当為の学問であるために，当為その

ものの妥当性が検証されることは無いから

である．それを検証することが虚学に課さ

れた社会的責任であり，そのために虚学は

あらゆる束縛から自由である必要がある．」

第10 自然災害と原子力災害の本質的違い

「自然災害を起こし得る地質プロセスは

同時に土壌の更新という恩恵をもたらす．

洪水は人命を奪い農地を荒廃させるが，数

年を経ずしてそこはもっと豊かな農地によ

みがえる．最も極端な例は巨大カルデラ噴

火である．阿蘇カルデラ級の噴火が起これ

ば九州全域と西日本の一部に相当する広大

な土地が火砕流に覆われて焦土と化し，事

前に避難できたとしても避難民の一部は難

民となって他国をさまようかもしれない．

しかし，一世代後の難民は豊かによみがえっ

た土地に戻ることが可能であろう．一方，

ひとたび甚大な原子力災害が起これば，事

実上永久に国土を失うことになるだろう．」

池田教授は、「原子力発電」を論ずるこ

の論文集において、「変動帯に立地する原

子力関連施設」というタイトルを付されて

いるが、そこには、本件再処理施設が含ま

れていることは明らかである。

そして、伏在断層、活動度の低い長大な

断層に言及されていることからも、本件に

おける、海底活断層、陸域の伏在断層の活

動を軽視してはならないという趣旨である

と受け取ることができる。

十和田火山のカルデラ噴火を含め、比較

的低頻度の自然現象を軽視し、これに対応

した措置を講じないと、原子力施設の深刻

な災害を引き起こし、「事実上永久に国土

を失うことになる」という警鐘を鳴らして

いるものといえる。
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第１ はじめに

本準備書面は、火山噴火の影響評価につき、

以下の事項にかかる不合理性について、従前

の被告主張に反論したものです。

ア 降下火砕物の厚層想定ないし巨大噴

火に至らない噴火規模に関する基準

イ 気中降下火砕物質濃度の推定手続基

準

ウ 同濃度に関する基準・適合性判断

エ 降下火砕物の厚層想定に関する基準

適合性判断

オ 気中降下火砕物濃度の推定手続に関

する基準

第２ 被告準備書面(20)に対する反論

１ 被告の反論は的を射ていない

２ ラハールについて

(1) ラハールとは、斜面に積もった火砕物

が、水と混じって土石と一緒に流下する

現象。過去に発生したラハールの写真を

4枚載せた。非常に広範囲かつ大規模な

現象であることが分かる。

右側、ラハールが発生するのは噴火の

ときだけではなく、山腹に堆積した火砕

物が大雨のたびに崩れるといったことも

指摘されている。

(2) 火山ガイドにおいて、ラハールは、

土石流、火山泥流及び洪水として規制の

対象となっている。施設の直接的影響だ

けでなく、送電網の損傷による長期の外

部電源喪失やアクセス制限など、間接的

影響を考慮しなければならないとされて

いる。

確立された国際的な基準であるIAEAの

SSG-21では、影響が数か月から数十年に

及ぶこと、かなりの厚さに達すること、

広範囲に及ぶ堆積量とサイトへの重要性

から、原則として設計対応不可能な火山

事象とされている。

原告らは、こういった規定を踏まえて、

仮に敷地にラハールが到達しない場合で

も、周辺の広範囲でラハールが発生し、

長期間の外部電源喪失など、間接的に施

設の稼働に大きな影響を与えることにつ

いて主張していた。

(3) ラハールについて、審査書には、参

加人が「文献調査、地質調査等の結果、

敷地までの距離及び地形条件から、本件

施設に影響を及ぼす可能性は十分小さい

と評価した」と記載されている。

原規委は、このような評価について、

「火山ガイドを踏まえたものであり、文

献調査、地質調査等の結果により、本件

施設への影響を適切に評価していること

を確認した」としている。

しかし、参加人が審査会合に提出した

資料(下表)を読んでも、その具体的内容

は明らかではない。根拠は2つあるよう

に見える。1つ目、「敷地近傍には、…

土石流、火山泥流及び洪水に伴う堆積物

は確認されない」。2つ目、「敷地は、

台地上に位置し、火山を源流に有する河

川流域に含まれない」。

これらは、ほとんど直接的影響に関す

9
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る評価のみ。1つ目は、敷地「近傍」と

いうが、どこまでを「近傍」と考えて調

査を行ったのかという範囲も不明。

火砕物の堆積がある以上、降雨によっ

て広範囲にラハールが発生する可能性は

有る。これまでたまたまラハールの堆積

物が見られないというだけでは、影響が

「十分小さい」という論拠たり得ない。

(4) 改めて下図を参照されたい

この図は、原告らが荒唐無稽な噴火を

想定しているのではなく、参加人による

想定。参加人の想定する甲地軽石の噴火

によって、南は十和田湖、八戸周辺から

北は恐山、むつ市周辺まで、極めて広範

囲に、火砕物が降下する。50㎝を超える

火砕物が降下する範囲も極めて広大であ

る。本件施設だけでなく、青森市も含ま

れている。どこまでを「近傍」と考えて

いるか不明だが、周辺にこれだけの降灰

がある状況で、敷地や近傍だけを調べれ

ば足りると考えるのは、矮小化である。

常識に照らして考えてほしい。

これほどの降灰があっても、参加人は

本件施設は安全と言い、原規委もその評

価を妥当としている。従前から主張

しているとおり、降下火砕物は、数

cmでも電力等のインフラに大きな影

響を及ぼし、10㎝を超えればほぼす

べてのインフラが機能喪失するとさ

れている。これでも施設が安全など

というのは、非常識で非現実的な主張と

いうほかない。

机上の空論に騙されてはならない。

第３ 降下火砕物濃度の推定手法に関する基

準の不合理性

１ 火山ガイドでは、3.1の手法ないし3.2

の手法によって濃度推定を行うこととさ

れている。3.1の手法では、「降灰量から

濃度を推定する」とされており、降灰量、

すなわち層厚の推定が問題。これは荷重

の問題だけでないのに、被告は荷重の点

についてしか反論していない。

層厚想定には、①そもそも噴出量推定

に大きな不確実性。このほか、②数値シ

ミュレーション、Tephra2の不確実性、③

圧密、風化・浸食、再飛散の不考慮など

が問題だが、被告は、③の圧密しか反論

せず。

２ 問題の本質

(1) 圧密や風化等が存在することに照ら

せば、重要なのは、降灰当時の降灰量・

層厚であり、シミュレーションを行う

のであれば、降灰当時の層厚を前提と

すべき。しかし、現状の評価は、圧密

や風化後の現在の層厚を前提にシミュ

レーションを行っている。これでは、

噴火当時の再現にならない、というこ

とが問題の本質。

(2) これに対し、被告は、荷重の点に限

定したうえで、現在の堆積物の実測層厚

に、現在の密度をかけて、単位面積当た

りの質量として考慮している、それは堆

積当時とほとんど変わらない、堆積当時

の層厚は分からなくてもよい、と反論。

この反論は詭弁。確かに、現在の堆積

物の実測層厚に現在の密度をかけた数値

をそのまま用いているなら、それなりの
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合理性あり。

しかし、参加人は、そうではなく、文

献調査の結果、地質調査の結果、数値シ

ミュレーションの結果の3つを比較し、

最大となる数値シミュレーションの結果

を前提に最大層厚を設定。現在の堆積物

の実測層厚をそのまま用いているわけで

はない。

では、数値シミュレーションにおいて

は、単位面積当たりの質量で考えている

のか、そうではない。現在の堆積物の等

層厚線をもとに、噴火当時、堆積当時の

噴出量を想定。ポイントは、数値シミュ

レーションは、噴火時のものにならざる

を得ないということ。ここでは圧密が考

慮されていないから、噴出量は過小。こ

れは大雑把な噴出量を推定するという意

味では有用であり、科学的にも一般に用

いられる方法だが、起こり得る最大噴出

量を評価しなければならないという原子

力施設の安全性評価においては適切では

ない。層厚も、この過小な噴出量を前提

として数値シミュレーションを行い、現

在の過小な層厚を再現できるようにパラ

メータ調整を行う。

しかし、シミュレーションで求められ

るのは噴火当時、堆積当時の層厚であり、

それが53㎝。

被告の主張では、これに現在の密度を

掛けるというのであるが、お分かりのと

おり、青い現在の値と赤い堆積当時の値

がごちゃ混ぜ。果たして、この数値が、

堆積当時のものと比べて保守的かどうか、

全く分からない。

第４ 気中降下火砕物濃度に関する設計基準

の不存在

１ 段階的規制と原規委の裁量

(1) これは、敷地にどのような濃度の降

下火砕物が到来するかについて、事業指

定の段階で審査しないこととされている

点につき、基準の欠落をいうもの。

これに対し、被告は、①ある事項につ

いて、どの段階の審査事項とするかは原

規委の合理的な裁量に委ねられている、

②専門家を交えた降下火砕物検討チーム

の検討を経て、保安規定認可段階の審査

事項と決めた、③SA設備によるバックアッ

プに期待して設計段階における対策を怠っ

ている事実はない、などと反論。

(2) 原告らも、原規委に一定の裁量があ

ることを否定するものではない。

しかし、裁量も絶対的なものではなく、

むしろ法の趣旨に照らして、相当狭いも

のである。準備書面218に係る説明で行

政裁量が逸脱・濫用となる事由について

まとめたが、法が委任した趣旨に反する

場合には、裁量権に逸脱・濫用として違

法になる。

２ 濃度基準は基本設計事項

下表は、本当に行政庁の自由な裁量にゆ

だねて問題がないかどうか、条文の規定に

即して検討したもの。

事業指定は、災害の防止上支障がないも

のとして定められる基準に適合しなければ、

指定してはならないという厳格な規定となっ

ている。

これに対し、設工認では、単に技術基準

規則に適合していれば、認可しなければな

らないとなっており、適合していても認可

しないという裁量が否定される。

さらに、保安規定では、災害の防止上十

分でない場合は、認可してはならないとなっ

ており、「災害の防止上支障がない」より

も緩やかな解釈が可能である。

つまり、事業指定が最も厳格な審査であ

り、後段規制は、これを前提に、やや緩や
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かな要件となっている。こういった条文の

違いに照らせば、本来事業指定で審査すべ

きものを、安易に後段規制に回すというの

は、法の趣旨に反する。

そして、法の趣旨は、被告も認めるよう

に、事業指定では、詳細設計や運転管理等

に関する事項を決定するうえで前提となる

基本的事項を確認することとされる。敷地

にどの程度の量や濃度の火山灰、火砕物が

到来するかは、まさに詳細設計や運転管理

等の前提となる基本的事項である。

火山ガイドは、参考濃度を「設計及び運

用等による安全施設の機能維持が可能かど

うかを評価するための基準」としているが、

まさに、詳細設計にも運転管理等にも関わ

る事項ということを意味している。このよ

うな前提基本事項を、合理的理由なく後段

の問題とするのは、法の趣旨に反して許さ

れない。

第５ 最大層厚の想定に関する基準適合性判

断の不合理性

１ 噴出量想定の重要性

参加人は、敷地に最も影響のある降灰

をもたらす火山事象として、甲地軽石を

挙げ、その噴出量を8.25㎦と想定してい

るところ、この過小評価の問題である。

噴出量の想定は、層厚や濃度想定の前

提となっており、これを誤ると、原子力

施設に想定を上回る量、濃度の降下火砕

物が到来する結果、各種施設や機器に同

時多発的に深刻な影響を及ぼす。深刻な

災害が万が一にも起こらないようにする

原子力施設の安全評価としては、噴出量

想定が「これ以上の規模の噴火はほぼ起

こらない」といえるレベルでなければな

らない。

では、参加人の評価は、そのようなレ

ベルになっているか。参加人は、甲地軽

石＝WPの見かけ体積を8.25㎦としている

が、その根拠として、工藤ほか(2004)に

よるDRE体積、3.3DRE㎦を挙げている。

等層厚線図をもとに、Hayakawa(1985)の

経験式を用いて、WPの噴出量を算出し、

3.3DRE㎦とした、となっている。

この3.3DRE㎦を見かけ体積に直したも

の、2.5倍したのが、8.25㎦である。

２ Hayakawa法による噴出量想定の過小評価

(1) ここで、等層厚線から噴出量を求め

る式についておさらいする。

これまでも、例えば準備書面204など

で、現在の等層厚線から、噴火当時の噴

出量を推定する経験式として、Hayakawa

法とLegros法を紹介していた。いずれも、

現在の層厚を前提としているから、圧密

や風化等の影響が考慮されておらず、過

小になる可能性を含んでいる。

Legros法については、1つの等層厚線

から最小値を求める経験式であり、真の

体積はこの数倍以内であることが多く、

Hayakawa法の約3分の1とされる。

Hayakawa法については、結晶法適用例

の平均値を用いる方法とされており、平

均であるから、やはり真の体積を示すも

のではないし、まして最大値とは限らな

い。

(2) Hayakawa法が書かれた論文(甲D524の1)

によると、いくつかの噴火を例にとって、

等層厚線が囲む面積をSとし、層厚をTと

したときに、TSがほぼ一定になる、反比

例の関係になることを明らかにしている。

右側の図は、横軸をT、縦軸をSとして、

概ね反比例していることが分かる。対数

グラフなので、反比例のグラフが、双曲

線ではなく直線になっている点に注意。
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(3) Hayakawa法は、この特徴を利用し、5

つの堆積物のデータを用いて、それぞれ

の層厚でVとTSの比、すなわちV/TSを求

め、これらを、「average」、すなわち

平均して、12.2という係数を導き出し、

V＝12.2TSという計算式を提案したので

ある。

しかし、見て分かるように、こ

れらはわずか5つの堆積物のデー

タの平均であり、各データには

誤差がある。ここにあるものだ

けを見ても、タウポ噴火の噴出

量は、結晶法では24㎦とされる

ところ、50㎝の層厚でHayakawa

法を用いると、V＝12.2TS＝12.2

×50×1.53≒18.66㎦となる。

約4分の3の過小と計算されるこ

とが分かる。

Hayakawa法を用いて噴出量を計

算しても、これ以上の規模の噴火はほぼ

起こらないといえるレベルにはならない

ことは明らかであり、被告は、Hayakawa

法について、重大な事実誤認がある。裁

量権の逸脱・濫用であって、噴出量の想

定には看過し難い過誤、欠落が存在する。

13

１．被告規制委員会

(1) 準備書面(29)―地質・断層・地震関係

その6(求釈明回答)

前回進行協議において、裁判長から「イ

断層に関しては後期更新世(12,3万年前)以

降の活動が認められるとしている一方で、

本件施設の敷地内で確認されたf系断層(f1,

f2)については、活動が認められないとして

おり、これらの各断層評価が異なることの

整合性について釈明がなされました。本準

備書面はその回答です。

結論は、f系断層は、その上位に堆積する

地層に変位を与えていないので活動性を否

定できると評価。イ断層は活動性は否定で

きないが、イ断層は連続性が乏しいことな

どから、それ単独で動くことはなく、近接

する西方出戸断層南側の副次的断層である。

(2) 準備書面(30)―レッドセル問題 その3

（再反論）

申請者には、レッドセルの耐震補強工事

の要否及び可否に関する記載がない。→ 審

査の対象になっていないし、適合性審査し

なかったことに過誤・欠落はない。

２．参加人

(1) 準備書面(13)―重大事故による被ばく、

最大想定事故の反論

(2) 準備書面(14)―イ断層とf系断層の評価

３．次回予定

被告：原告準備書面(223)への反論

参加人：なし

１．次回期日

2026年3月13日(金) 13:30～進行協議

14:00～口頭弁論

２．原告提出予定準備書面

(1) 再処理(プルトニウム利用)の破綻

(2) 火山噴火関連

(3) 最大想定事故(最悪シナリオ関連)

(4) その他

３．弁論更新(予定) 裁判長転勤(？)

意見陳述

４．次々回以降の日程(予定)

2026年6月26日/9月25日

被告・参加人の主張

次回裁判の日程



第１ 大陸棚外縁断層の活動性について

１ 被告・参加人の主張

被告は、日本原燃(参加人)の調査結果から、

「大陸棚外縁断層」は「約25万年前のBp層

とCp層の境界部に変位・変形を及ぼしていな

いことが明白であり、後期更新世以降(約13万

年から12万年前以降)は活動していないと判断

できる」としている。

２ 原告らの反論

(1) 池田安隆教授が指摘するとおり、調査

位置の選定が適切ではない(大陸棚外縁断

層の不適切な推定位置の設定とそれに基

づくボーリング調査位置の選定)ため、大

陸棚外縁断層が後期更新世以降の活動が

ないことの根拠にはなり得ない。また、

根拠としてあげているボーリング調査や

音波反射速度構造解析について、データ

の精度を超えた議論を展開しており、こ

の点においても池田教授の見解への反論

根拠とはなり得ない。

とくに、海上音

波探査No.3_2014

測線(No.3測線の延

長)沿いで，大陸棚

外縁断層を挟んだ位

置と称して実施され

採取されたCH-2とCH

-6の海上ボーリング

調査データに関して

重大な疑義がある。

(2) 池田教授がここ

で指摘しているのは

次の点である。

① CH-2側(陸側)か

ら延びているかも

しれないE層がCH-

6中に存在するか

しないかを確認すべき区間で、コアを採

らずに掘削したため、「ノンコア掘削区

間」中にE層があるかどうか確認されて

いない。

② コアを採らずに掘った区間が、深度に

して120〜350 mの間にあり、その深度差

が230 mあるにも関わらず、その間の年

代の差がわずか(0.03 Ma程度)しかない、

という異常なデータが取得されている。

日本原燃は、CH-2中のE層の上端部と

される部分とCH-6中のE層の上端部とさ

れる部分は同じ年代(〜11.7 Ma)である

とみなされ、その深度の差200 mの食い

違いが起きており、CH-2とCH-6の間に破

線で示されているような形状で大陸棚外

縁断層がある根拠としている。しかし、

前述のように、CH-6中のE層の上端位置

が不確定であるので、これは科学的では

なく、200 mの差が本当にあるのかあや

しいことになってしまう。したがって、

大陸棚外縁断層が日本原燃の提示するよ

うな位置・形状で存在することは証明さ

れていない。
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準備書面（２２４）

大陸棚外縁断層－層面すべり断層のメカニズム

原告 上澤 千尋

CH-2とCH-6から示された落差



③ CH-2およびCH-6のE層上端付近は、大

陸棚外縁断層の水平方向の短縮活動によっ

て二次的な逆断層群(次節の層面すべり

断層に該当する)が発生していて、地層

の乱れが起きているものと見られるため、

地層の位置の特定は慎重になされるべき

であったが、そうはされなかっ

たことによるものである。

大陸棚外縁断層が日本原燃の

提示するような位置・形状で

存在することは証明されてい

ないことから、いくらその上

部延長線上の「約25万年前の

Bp層とCp層の境界部に変位・

変形を及ぼしていないことが

明白」であることを示したと

しても、大陸棚外縁断層が

「後期更新世以降(約13万年か

ら12万年前以降)は活動してい

ない」とはいえないのである。
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第２ 六ヶ所断層に関連する層面すべり断層生

成のメカニズム

地質調査所地質部(現在の産業技術総合研究所)

に所属していた吉岡敏和氏は、『活断層研究』

に掲載された論文「褶曲に伴う層面すべり断層」

において、基盤が逆断層によって断ち切られる

場合と断ち切られず撓曲変形のみの場合につい

て、層面すべり断層がどのように生成されるの

か考察している。

吉岡氏は、

「ここでは基盤の断層運動に伴う撓曲の

場合について説明する。第4図Aのように，

基盤の断層が地表に達しない場合，両端の

水平な部分では層面すべりは生じず，地層

が最も傾斜している部分で層面すべりの量

は最大になる。このとき擁曲の隆起側が侵

食され，地層の急斜部が地表に露出すると,

そこに地表を切る断層として層面すべり断

層が現れる」

と述べて、右図を提示している。

この図を右が東になるように反転させて、六ヶ

所断層とイ断層およびロ1・ロ2断層の関係を模

式的にあらわすと下図のようになる。

池田教授による地質構造の解釈：No.3測線

撓曲にともなう層面すべり断層



１ 再処理工場が操業(本格稼働)するのに必

要な法的手続及び確認作業

２ 再処理工場の進捗状況

３ 竣工に向けた進捗状況(2025年6月30日時点)

日本原燃発表の設工認の説明、検査・保安

規定、工事の各項目における計画状況は下表

のとおり。

設工認の説明を2025年度末(2026.3.31)に終

えて認可に漕ぎつけ、2026年度後半までに使

用前事業者検査と規制委の使用前確認を終了

して2026年度中に竣工、この後健全性確認を

経て2027年度前半には運転(操業)開始を予定

していた。

ところが、設工認の説明資料が約6万頁(内

約3100頁で誤り)と膨大であることと、設工

認の確認事項(＝使用前事業者検査対象)中に

下表のようなアクセス困難な機器・配管(レッ

ドセル)が多数(70％)あり、検査の成立性に

問題があることなどから、設工認の審査が予

定どおり2025年度末までの審査終了が困難と

なり、日本原燃は審査終了時期を2026年6月

頃としている。

このような状況にあるので、28回目の竣工

延期が避けられない実情にある。

この表からはっきりわかるように、「ガラ

ス溶融炉検査」(ガラス固化の安全性、性能確

認)は、2026年度中の竣工前に実施する方針に

なっている。

４ 竣工遅れの挽回策―竣工後にガラス固化

(1) 日本原燃は、2025年12月22日、突如と

して、ガラス固化を竣工後に実施すると

方針変更した。

この変更はガラス固化は再処理の重要工

程で、これができなければ工場の操業が

できないこと、しかもこれまで度々事故

トラブルを起こして、アクティブ試験中
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原子力規制委員会の審査が伸びている理由

原子力資料情報室ホームページより



断の原因となっており、六ヶ所住民や周

辺自治体から「本当にガラス固化できる

のか」との疑念が表明されるなど、再処

理技術上の弱点と指摘され、度重なる竣

工遅れの主原因の1つとなっている。

このように、ガラス固化の重要性を考え

れば、竣工前に検査を行い、安全性、性

能の確認をきちんと確認すべきは当然で

ある。

(2) 方針変更の思惑

この突然の方針変更には、原子力規制委

員会も当惑気味でその理由を尋ねたが、

日本原燃から納得のいく回答は得られず、

結論は持ち越しとなった。

何故日本原燃は、審査終盤のこの時期に

なって、前言を翻して方針変更したので

あろうか。それは、竣工前にガラス固化

で試験を行って、これが失敗したり検査

不合格となると、またまた竣工が先送り

となり、ただでも再処理工場操業(本格稼

働)、再処理政策に不安と不信の声が強い

中で、28回目の竣工延期だけは避けたい

との思惑から、提案した窮余の一策が

「竣工後のガラス固化」である。

(3) 原告団は、この方針変更に関して、日

本原燃と原子力規制委員会に対し、1月19

日別掲(24,25頁)の「抗議・要請書」を提

出したので参照されたい。
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事務局長 山田 清彦

今回は、広島県の木原省治さんに講演して

もらいました(例年開催の産地直売も、ワラッ

セ横の場所で、開催しました)。また翌16日

にはむつ市の文化会館でも、木原さんの講演

会を行いました。

開会挨拶で今村修さんは、「40年前に県が

核燃料サイクル施設を受け入れ、六ヶ所村の

浜辺で1989年4月9日に、全国から1万2千人が

集まって抗議集会を開催しました。広島の原

水禁運動をやっていた森滝市郎さんは車椅子

で来て、『核と人類は共存できない』と声高々

と叫んだ方です。改めて青森県における反核

運動を作り上げ、そして我々の生きているう

ちに、なんとか原発の火を止めたいと思って

います」と。

森滝さんの後輩の木原省治さん(被爆2世、

反原発新聞編集員)から講演がありました。

演題は「ヒロシマから、核のない世界を求め

て」です。

木原さんが原発反対運動に参加したきっか

けは、1978年、国連軍縮特別総会に合わせて

ニューヨークを訪ね、現地の平和運動家から、

「8月6日と9日、米国では原子力発電所前で

抗議活動をしている」と聞いたことでした。

原発について良く知らなかったが、「広島で

原発反対運動をしよう」と決意、その年の10

月、被爆者らと「原発はごめんだヒロシマ市

民の会」を設立、それ以来反原発運動に参し

ています。

また、上関原発反対運動のお話もありまし

た。

閉会挨拶は鹿内博さんで、「2095年の六ヶ

所再処理工場の話がありますが、2095年に日

本の原発が動いているかと言えば、今の計画

では動いてる原発はないはずであります。な

のに再処理工場を動かして、プルトニウムを

取り出して、それを国や電事連が原発で燃や

すと言ってますが架空の話です。それを我々

が突っ込むと、『それは仮定の話』と言って、

『お答えできない』というのが国や電事連の

答えであります。そういう姿勢を、私達が力

を合わせて崩して、次の世代が安心して暮ら

していけるように、夢を持って暮らしていけ

るように、皆さんとも、広島の皆さんとも、

山口の皆さんとも一緒に力を合わせて取り組

んでいきたいと思います。」と。

約40名の参加でした。

2025年11月15日「反核燃・秋の共同行動」報告



気象庁の震度階級が変更になって、比較

しにくくなっていますが、私は今回の地震が

一番怖かった。築60年の木造APは、これで最

後かなと思うような揺れで、ずっと柱につか

まっていた。しかし、停電はせず、ガスも水

道も止まらない。TVでは八戸震度６強とテロッ

プが流れ、再処理工場は点検中のまま、津波

警報が流れる。何を根拠に八戸市震度6強となっ

たのか。

調べたのはNIED。国立研究開発法人防災科

学技術研究所の公表データは、震度階級を決

める気象庁のデータとは異なりますが、揺れ

方の傾向は分かります。八戸市南郷区のデー

タが全体の震度階級を上げている原因のよう

でした。

強震記録一覧は、 https://www.kyoshin.

bosai.go.jp/kyoshin/quake/ より、地震選

択＆ダウンロードで見られます。

令和7年青森県東方沖地震の地震発生時刻：

2025/12/08-23:15:00より検索できます。震央

北緯：41.00N 震央東経：142.30E 震源深さ：

50km マグニチュード：M7.6。観測点の加速

度をみると、

八戸市の最大加速度は、AOM012の三成分合

成517ガルで、観測点の緯度経度から南郷区の

ものと判明。もう一つのAOMH06は八戸市市川

近辺のようで、値は181。こちらは地中地震計

で深さ150mのようです。データ種別のK-NETは

地表近く、-kik-は地中のようです。六ヶ所村

は、K-NETは153、-kik-は196で、地震波が到

達する地盤・地質の違いなのか、同じ村役場

近辺なのに地下にある-kik-の方が大きい。必

ずしも地下の方が揺れないとは言い切れない

かも。

気象庁の解説は、「地震動は、地盤や地形

に大きく影響されます。震度は震度計が置か

れている地点での観測値であり、同じ市町村

であっても場所によって震度が異なる事があ

ります。また、中高層建物の上層階では一般

に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の

中でも、階や場所によって揺れの強さが異な

ります。」「震度が同じであっても、地震動

の振幅(揺れの大きさ)、周期(揺れが繰り返す

時の1回あたりの時間の長さ)及び継続時間な

どの違いや、対象となる建物や構造物の状態、

地盤の状況により被害は異なります。」となっ

ています。つまりは、壊れるか壊れないかに

絶対はないという、逃げ口上です。

さて、ここからが本題。1992年の再処理工

場の事業許可時の基準地震動は、375ガル。耐

震バックチェックで450ガルに、その後に600

ガル、700ガルと引き上げられています。1993

年着工の再処理工場では、コンクリート基礎

やコンクリート躯体を、耐震補強工事する事

はできるでしょうか。建物を支える柱を切断

して免振ゴムを咬ませるような工事などは不

可能です。耐震強化としては、様々な設備の

保持金具を強化や油圧ダンプの設置などの程

度しかできません。

では、基準地震動とは？揺れの基準点はど

こで、どのように計測しているのか？原告団

会員の方々は、再処理工場の敷地内に断層が2
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私が体験した地震と六ヶ所再処理工場の耐震
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本走っているとの内部告発があったことを記

憶しているでしょうか。f-1断層・f-2断層と

呼ばれ、敷地を三つに分断しています。原燃

は「活断層ではない」と言い張っていますが、

地質の違いは明らかで、西側、中央、東側と

三つの地盤としています。「原子力資料情報

室通信、第565号、2021/7/1」によると、六ヶ

所再処理工場の最新の基準地震動の場合では、

開放基盤表面の最大加速度700Galの地震動に

対応するのが、それぞれ最大加速度が西側616

Gal、中央559Gal、東側742Galとなっていると

の事です。

第544回核燃料施設等

の新規制基準適合性に係

る審査会合20250228の

資料「NRA100008369-

002-004 耐震設計に用

いる入力地震動の策定」

の10ページから抜き出

した図を示します。

敷地における地震観

測位置の図を見ると、

地盤観測点(中央)の観

測開始は1995.12で三

陸はるか沖地震の後で

す。

「取得したデータ」図には、中央地盤で観

測した14地震の加速度データをGL-200mで観測

した事になっており、No.7が東北地方太平洋

沖地震で、No.6が最大加速度を記録した地震

で、元の地震観測記録諸元には震源の緯度経

度もなく、震央分布図には番号も付与されて

いませんが、発生時刻からNIEDで検索確認し

て、私が赤字で番号を追記しました。

敷地内で観測した最大加速度の大きい13地

震を一覧にしていますが、なぜか中央地盤だ

けで、東や西はありません。たまたまなので

しょうか。地震6が南北で39.1の最大加速度を

示していますが、震源距離も震央距離も遠い

のですが、地震波が地下地盤の固い個所を伝

わってきた可能性もあります。この地震のNIED

データでK-NETのAOM012の八戸南郷では、三成

分合成値が623で、南北が446です。-kik-

のAOMH06の六ヶ所では三成分合成値で89.0、

南北が84です。
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中部電力の浜岡原発では基準地震動の策定デー

タを意図的に選び、過小にした疑いが明らかに

なった。六ヶ所再処理では、どうなのだろうか。

意図的に揺れが少ない地震動のセットを作った

り、地震計のデータを誤魔化したりしていない

だろうか。

日本原燃には、この表の14地震に限らず、12

月8日の地震も含めて、すべての地盤の地震観測、

すべての建物の階毎の地震計データを公表して

もらいたい。堅牢で放射能をしっかり閉じ込め

る建物を建設したというならば、地震観測記録

は企業秘密でも何でもないのだから、住民の安

全安心のためには積極的に公表すべきだ。
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審査会合の資料の39ページ

見にくいと思うが、これでも 元資料の岩盤

分類図を拡大したものだが、断層を境にして地

質が異なる事は分かると思う。断層により、50

から100ｍのズレが生じている。しかし、資料の

説明文では、「本グループにおけるPS検層デー

タについては、同じ地下構造であると判断でき

ることから、平均化した物性値として整理する。」

としている。審査をしている方々は、この断層

とズレが目に入らないようである。

12月8日の青森県東方沖地震の後には、後発地

震注意報が発令された。右の図は、後発地震注

意のガイドマップより、後発地震が発生した事

例を示したものである。後発地震といわず、次

の大地震が「青森県東海岸大震災」と名付けら

れる前に、「安全安心の安全バイアス」の夢か

ら覚めてほしい。



昨年の11月22日、大阪市の脱原発政策実現

全国ネットワークの要請で「青森からの報告

－私たちが再処理を拒否する理由」と題する

講演をしたので報告します。

福島原発事故の前後を問わず、青森の地元

も含め国民の核燃(再処理)に対する知識や関

心は希薄で、3.11後国民もようやく原発の危

険性に気付いて廃止の機運が高まりましたが、

再処理についてはその認知度は以前のままで

した。主催者代表で原告団運営委員の池島さ

んの依頼でもあり、遠く離れた関西の皆様に

現地の核燃情報を知っていただければと引き

受けました。集会には私のほかにゲストとし

て歌手の加藤登紀子さんも参加されると聞き、

これはしっかりと前座を務めなければいけな

いと準備に専念しました。案の定会場は400人

を超える参加者が詰めかけ、加藤さんも気合

が入り、午前中から熱心にリハーサルを繰返

しておられました。

第１部．講演と加藤さんとの対談

私 の 報

告内容は、

①なぜ六ヶ

所 村 に 核

燃 の 白 羽

の 矢 が ？

② 再 処 理

工 場 の 成

立 要 件 の

不存在(劣

悪な立地条件、再処理工場の危険性、プルト

ニウムリサイクルの挫折、総事業費の国民負

担、高レベル最終処分の難航など)③六ヶ所再

処理工場破綻の実情(竣工の遅れ、レッドセル

問題、軍用機墜落の危険性など)④中間貯蔵問

題、もんじゅの跡地利用(高速炉の計画)⑤再

処理工場は潜在的核保有を企図する核武装論

者と核抑止論者の拠りどころ、⑥最後に「原

発がなくなれば、再処理はいらない」、再処

理がなくなれば原発もなくなる」。西も北も

全国力を合わせて原発・再処理を廃止しましょ

うとアピールして終えました。

対談を通じて加藤さんが六ヶ所再処理工場

について強い関心と豊富な知識を持っている

ことがわかりました。対談の最後に私から

「加藤さんが一言喋ればその影響力は大きい、

これからもお力添えを」とお願いしました。

青森にもぜひお招きしたいものです。

第２部．山崎理誠衆議院議員の国会特別報告

政府答弁を紹介しながら、六ヶ所再処理工

場におけるテロ対策の不備、巨大地震(M9.1)

の危険性、竣工遅れは再処理技術の未確立に

原因など、工場が抱える問題点を鋭く指摘さ

れました。

現在「使用済核燃料再処理問題議員連盟」

(仮称)の立ち上げ準備中との報告も。

第３部．加藤さんのトークと歌

加 藤 さ ん の

「核の時代80年

の 歴 史」 が 、

「はだしのゲン」

の作者中沢哲司

さん作詞の「広

島愛の川」のメ

ロディーに乗せ

たトークで開幕

しました。原爆開発と投下の非人間性に触れ、

原子力の平和利用を批判、高校時代に60年安

保反対デモに参加した経過を語った後、3.11

後何度も福島に足を運び核のおそろしさを再

確認。故郷を追われた避難者が作詞された

「なじょすべ(どうしたらいいのかわからない)」

をピアノ曲をバックに朗読。ベストセラーの

「百万本のバラ」を歌った時は、感極まった

様子でそっと目頭に手をやり「今日この会場

も愛でいっぱい」と励まし、熱く語ってくれ

ました。

最後にジョンレノンが争いがない平和を祈

求して作った「イマジン」を歌い、「あきら

めないで、人の心の窓を開けよう希望を込め

て」と訴えて結ばれました。

こうして1000㎞離れた大阪の皆様の温かい

人情と行動力を胸に刻んで三沢空港に降り立

ち、2泊3日の関西集会は終わりました。
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原発核燃からの撤退を！ 巨大地震と津波の前に
関西集会に参加して

代表 浅石 紘爾



『チェルノブイリ その後の世界』の上映

とフランス在住でこの映画を製作した「NPOチェ

ルノブイリ ベラルーシの子供たちの会」に

も所属するコリン・コバヤシさんのお話を聴

く会を2025年11月1日に八戸で催しました。

前夜は暴風雨で、大湊線などは不通。しか

し何とか昼には晴れ間も出て、会場に集まっ

てくれた人は100名を超えました。それも初め

てお見受けする顔も多く、「関心を持ってく

れている方々がこんなに居る。」と嬉しくな

りました。その証拠に、チケットの売上は111

枚。その内訳は、ネット予約が14枚、プレイ

ガイドで27枚が売れていました。勿論、メン

バーそれぞれが、知人などに声を掛けたり、

公共施設などにポスター等をお願いして回り

ましたが、1/3以上の方々が自分からチケット

を求めて下さり、今までは繋がれていなかっ

た所にも、少し声が届いた気がしています。

映画はチェルノブイリ事故から30年以上経っ

た現在、ミンスクの民間放射能研究所である

ベルラド研究所で、子供たちの医療に関与し

た放射能測定をおこなった測定師や看護師な

どの淡々とした証言を撮影したドキュメンタ

リーで、放射能環境が人々に及ぼすリスクや

被害を最小限に抑えるために人生を捧げてき

た数少ない人々の声を届ける内容です。

コリンさんからは、映画の始まる前に、映

画ではなかなか伝わりづらい背景や、フクシ

マでも同じ手法を取っているエートスプロジェ

クトの話などして頂きましたが、あまり時間

が取れなかったので、補足にコリンさん制作

のパワーポイント資料を冊子にして配りまし

た。

会場の後部では、チェルノブイリ汚染地図

やフクシマ事故の写真、核燃料サイクルの地

図などを展示し、大間の「あさこはうす」の

海産物や伝統工芸の一閑張り、自然食のお菓

子などを販売しましたが、それぞれの場所で

会話の輪ができ、嬉しい光景でした。

上映や質疑応答の後に、コリンさんを囲ん

でのフリートークの場も設けました。残って

下さったのは数名でしたが、積極的なお話も

出て、日頃は話せない事も、話して頂けたと

思います。

アンケート用紙の回収率は30％もあり、意

見や思いを沢山書いて下さった方々も少なく

ありませんでした。「映画など内容が難しい」

とか、「字幕が早すぎた」などの意見もあり

ましたが、全体的に「普段のニュースでは聞

くことのできない、真実の話を聴けた」「もっ

と事実を知らなければ」など、チェルノブイ

リの現状を伝えることはできたと思えました。

そして、「皆さんの思いに応えるためには、

これっきりにしてはいけない。」と強く感じ

たのです。

今回の企画は、「フクシマ・六ヶ所プロジェ

クト」という会を立ち上げての取り組みでし

た。およそ半分が原告団のメンバーでしたが、

他は「反核」の思いを持って別の形で活動を

されてきた方や、以前から関心をお持ちの方

などで、少し平均年齢も下がり、それぞれに

新しいアイディアや繋がりをお持ちでした。

また「白マドの灯」という上映会支援事業の

助成を受けられたことも、資金的に大きな助

けとなりました。

そして今後はどうするのか？浅石弁護士か

らは、会議に事務所を使って良いとの有難い

お話も頂け、また一年後の今年秋には、「次

回は少し楽しい内容のイベントを企画してい

こう」との話でまとまることが出来ました。

今年秋のイベントの詳細が決まり次第お知ら

せしますので、皆さんのご参加をよろしくお

願いします。
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新たな取り組みでの上映会を終えて

原告 八戸市在住 三笠 朋子

2025.11.1 展示を見る参加者



2025年12月19日東京電力と日本原電は、む

つ中間貯蔵施設に搬入・貯蔵する使用済核燃

料の対象を両電力会社以外にも拡大する「事

業者連携」の検討を表明し、青森県、むつ市

に説明。

2025年12月22日日本原燃は、「ガラス固化

試験は竣工後に行なう」「関係する設備に機

能及び性能に係る変更がないから、過去のア

クティブ試験記録で代替する」と事前計画変

更を表明した。

柏崎刈羽原発の再稼働などなど、原子力政

策は、問題があろうとなかろうと有無を言わ

せない状況で強引に進められている感がある。

むつ中間貯蔵施設に搬入、貯蔵の「事業者

連携」の検討は、平成17年(2005年)5月の県議

会全員協議会で「東京電力及び日本原電以外

の電力会社の使用済核燃料を搬入しない」と

の約束、同年10月に青森県・むつ市・東京電

力・日本原電が締結した「使用済燃料中間貯

蔵施設に関する協定書」に反する。

こんな形で進められる行為は、県民に対す

る背信的行為であり、「核のゴミから未来を

守る青森県民の会」と「核の中間貯蔵施設は

いらない！下北の会」の両者で、青森県知事

とむつ市長に対し「他電力会社からの使用済

核燃料搬入を『容認せず、撤回すべき』と早

期に公表すること」とした要請書を手渡し、

回答を求めた。

県からは「事業者から詳しい説明も何も受

けていない。県として検討するところにない」

との回答。

下北の会の栗橋さんからは「むつ市に対し

ては4500トンに至った根拠なし、資料なしで

口答での事業者の説明のみ。議会を無視した

ような状況」と。

古村共同代表は「核のゴミだけが青森に来る

のでは」との疑問や不安を問いかけた。

県は「7月の中長期計画の説明、不確実性変

動が多いが中間貯蔵施設の2棟目は2040年代初

頭と聴いている。電力会社連携の中味を聴い

ていないので説明できない。原子力政策で国

が推進することには協力し、しっかり協議し

ていきます。」との回答。

最後に古村共同代表から「今まで一度も知

事が直接こういった場所に来て話し合うこと

がない。県議会では県民と話し合うことを積

極的に行なうと発信している。私たちとの面

談(話し合い)を切に望む」と要望し終わった。

2026年1月23日には、下北の会がむつ市に対

し「撤回」を求めて要請書を提出した。

県民の会では2026年度内に、青森県に対し

て請願、国に要請書の提出を計画している。

原告団では1月19日に「再処理工場に置ける

ガラス溶融検査を竣工後に実施」することへ

の抗議・要請書を日本原燃と原子力規制委員会に

提出した。

補助金・交付金を受取れば、市民や自治体

は基本的に国策に反対できなくなる。国への

貢献の度合いに応じて恣意的に補助金を交付

すれば、地域(自治体)は決定権を無する。そ

んな状況を作り出しているように思えてなら

ない。そんな中で事業者は、益々思うがままに事

を進める構図が見えてくる。

核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団・原告

核のゴミから未来を守る青森県民の会事務局

三沢市在住 伊藤和子
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２０２６年１月１４日

青森県に「むつ中間貯蔵施設に東京電力（株）・日本原電（株）以外の

電力会社から使用済核燃料を搬入する検討を

「容認せず、撤回すべき」と公表することを要請

核のゴミから未来を守る青森県民の会・核の中間貯蔵施設はいらない！下北の会

。
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日本政府が固執する原子力開発はいったい何のために行われているのか?
弁護士 海渡 雄一 2026.1.15

１．福島原発事故の当事国である日本で、ドイツや台湾では実現できた脱原発がなぜ実現できないのか
東京電力福島原発事故からまもなく15年が経過しようとしている。ドイツ、そして台湾では原発ゼロが実現した。とこ

ろが、日本では福島原発事故の反省として選び取ったはずの緩やかな原発からの撤退、原発の新設停止、再生可能エネル
ギーの開発への注力など、2012年9月の民主党政権下でなされた閣議決定の方針、さらには政府から独立性を持った原子力
規制委員会による監視システムは、すべて反故にされ、原子力回帰の路線が復活しつつある。

イギリスでは、2025年1月、プルトニウムをMOX燃料として再利用する方針を見直し、経済性や安全保障上の懸念から、
プルトニウムを廃棄物として処分（廃棄）する方向に転換した。世界最大級の民生用プルトニウム在庫（約120トン）につ
いて、溶解度の低い母材に混ぜて「固定化」し、深地層処分する方針という。
ところが、ここ日本では再稼働が進み、そして、再処理、プルトニウム利用をあきらめず、フルモックス大間原子炉の

建設も放棄されない。日本の原子力政策は1950年代に立てられたまま、化石のように続いている。この原子力開発は、エ
ネルギー政策としては合理的に説明がつかない、極めて異常なものとなっている。

２．原発の発電量に占める割合は1割以下、エネルギーの供給方法として意味はなくなっている

原発の再稼働は、非常にゆっくりであり、新規制基準に基づき14基の原発が再稼働しているにすぎない。2011年3月には
54基の原発が稼働可能とされていたことからみると、再稼働できたのはごくわずかといえる。停止中は19基、廃止措置中
が20基、廃止されたのが6基、建設中が電源開発大間(フルモックス)、東京電力東通、中国電力島根3号機となっている。
岸田政権後の日本政府は、原発の新増設ばかりか、新型炉の建設まで打ち出している。

３．原発が作れる原子力産業は三菱重工だけ
それでは、日本に原発を新しく作る力があるのだろうか。東芝は、2006年に買収した米国の原子力発電プラントメーカー

であるウェスチングハウス（WH）社が2017年に経営破綻し、英国での新規原発建設事業からも撤退し、新規のプラント建
設からは撤退した。
三菱重工業は、国内唯一の加圧水型軽水炉（PWR）メーカーとして、WH社の技術を取り入れて、原発の建設を行ってきた。

そして、北海道電力や関西電力などと共同で、出力120万kW級の革新軽水炉「SRZ-1200」の開発を進めるだけでなく、次世
代炉開発に備えて、原子力事業での採用を強化する強気の経営を展開している。

日立は、米ゼネラル・エレクトリック（GE）との合弁会社である「GE日立ニュークリア・エナジー」を通じて、沸騰水
型軽水炉（BWR）技術を中心に事業を展開し、英国での大型原発新設計画からも完全に撤退した。現在は小型モジュール炉

（SMR）の開発に注力しているとされる。
このようにみると、実質的に日本政府の展開している原子力拡大路線は、防衛予算の突出によって、武器製造部門の好

景気に沸く三菱重工頼みの政策であることがわかる。
2026年度予算で同社への発注は一兆円、従来の年間5000億円から倍増している。
核保有を公言した政府高官は、12月に三菱重工を訪問している

高市首相による台湾有事発言に続いて、2025年12月に安全保障を担当する日本政府高官が「日本は核保有すべきだ」と
発言した。尾上定正内閣総理大臣補佐官（国家安全保障に関する重要政策及び核軍縮・不拡散問題担当）の発言だとされ

ている。
官邸のホームページによれば、尾上氏は、その12月に三菱重工、川崎重工、三菱電機を相次いで訪問している。同補佐

官は自民党内や公明党内からも更迭論が出る中で、1月14日現在で更迭されていない。いったい尾上氏は三菱重工に何のた
めに行き、何を話したのだろうか。ぜひ、国会で質問してもらいたいものだ。

４．軍民デュアルユース技術の実験場となっているイノベーションコースト
福島第一原発の廃炉は、政府・東電は2051年までの完了目標を掲げているが、燃料デブリ（溶け落ちた核燃料）の本格

取り出しが遅れており、2037年以降にずれ込む見通しで、100年単位の長期戦になる可能性も指摘されている。そもそも
取り出し作業をしようとすること自体が、大量の被ばく労働を産み出すだけだ。このまま石棺化するのが合理的だ。
しかし、政府は、どんなに経費が拡大しても、デブリの撤去・廃炉の旗を降ろさない。福島第一原発事故の処理コスト

は、政府試算で約23.8兆円（2024年時点）に膨らんでおり、廃炉、賠償、除染、中間貯蔵などの費用が含まれる。廃炉
の最大の不確定要素である継続的な汚染水の産出すら止められていない。デブリの取り出しなど未確定要素が多く、最終
的には35兆円～81兆円に達するという民間の試算もある。このうち東電の負担は16兆円超、残りは国が「交付国債」で支
援し、電気料金からの負担も発生している。福島イノベーションコーストで繰り広げられている廃炉ビジネスはドローン・

ロボットや核戦争下でも稼働できる装甲車のような軍民両用技術の実験場となっている。
５．新型炉開発、廃炉技術の開発を隠れ蓑として核開発が計画されている可能性はないか?

すべては闇の中である。ここにきて一気に加速してきた新型炉の開発や、廃炉のための先端デュアルユース技術開発で、

何が行われているかに、私たちは目を凝らさなければならない。

おそらく、国会で質問しても、政府は特定秘密であるとして何も答えないかもしれない。しかし、もし日本が核兵器開

発を計画しているとすれば、それは非核三原則だけでなく、原子力基本法にも反する違法行為である。

政府の違法行為を特定秘密に指定してはならないことは、特定秘密保護法の運用基準にも明記されていることなのであ

る。

原発の再稼働を止め、ALPS処理汚染水の海洋投棄を止め、汚染土壌の全国の公共事業の現場へのばらまきを止め、新型

炉の開発を止める闘いは、次なる破滅的な事故と環境汚染から日本と世界の市民を救うためだけでなく、闇で進められて

いるかもしれない日本の核武装に反対する闘いとしても展開する必要がある時機が来ている。
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六ヶ所核燃などを巡る動き
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会員・サポーター募集中！！

核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団

〒039-1166 青森県八戸市根城9-19-9
浅石法律事務所内

TEL/FAX 0178-47-2321
振込口座（ゆうちょ銀行）
（記号 02300 番号 037486）

口座番号:02300-9-37486
口座名：『核燃阻止原告団』

他行からの振込
店名 (店番)：二三九（239）
預 金 種 目：当座
口 座 番 号：0037486

会 員 /年間6000円（購読料共）

サポーター /年間3000円（購読料共）

eメール 1man-genkoku@mwe.biglobe.ne.jp

ホームページ https://1mangenkoku.org/

お 知 ら せ

◆ 核燃裁判 2026年3月13日(金) 14:00～青森地裁

報告集会 裁判終了後(会場：青森弁護士会・会議室(日赤ビル 5階))

◆ 2026年さようなら原発・核燃 3.11青森集会
2026年3月15日(日) 12:30～ 青森市民ホール(青森駅隣)
(詳細は同封チラシをご覧ください)

◆ 4・9反核燃の日全国市民集会 2026.4.11(土) 11:00～13:00

リンクステーションホール青森（青森市文化会館）4階 小会議室(1)

◆ 第41回 4・9反核燃の日全国集会 2026.4.11(土) 14:00～15:00

リンクステーションホール青森（青森市文化会館）5階 大会議室

コ ラ ム

カンパを戴いた方々です。

ありがとうございました。

岡山順子、外崎淑民、小田切豊、大久保徹夫、
高橋将之、三上弘之、大庭明子、薄井洋一、
斎藤孝一、斎藤静江、若木京子、大谷和子、
野溝春子、建部玲子、野坂幸司、武藤裕子、
桐谷敏弘、田中榮、大澤統子、本間義悦、
仲谷良子、脱原発政策実現全国ネットワーク関西、
木野田みはる、山田隆一、米村釗 、米村栄子、
林隆志、稲葉みどり、久保優子、中畑範彦、
匿名希望の方々(敬称略)

冬期カンパのお願い

いつもお願いばかりで恐縮ですが、原告団は会員

の皆様の会費・カンパのご支援により運営されていま

す。今回のニュースと一緒に冬期カンパの振込用紙

を同封しました。よろしくお願いします。

毎日雪が降り続いている。八戸では少ないの

だが、むつ湾からの雪雲が入り込む六ヶ所村は

大雪である。そんな中で、選挙が続く。我がま

ま解散の衆議院選と病気辞職の村長選。右寄り

なのに中道を名乗る野党と、帝国主義国家の属

国に甘んじる与党。表で国民の為と言いながら、

裏で闇金を貯える悪性腫瘍のような政治家ばか

り。◆世界終末時計が残り85秒になった。就任

して丸一年で西半球は俺の物だと豪語する王様

のような大統領。全地球は私のものと思い込み、

2029年1月20日の任期最終日には、内ポケットか

らビスケット(核兵器の発射コード)を取り出し

て、フットボール(核兵器を発動するために必要

な装置)を操作しかねない。キリスト教福音派の

信者はハルマゲドンが起きるのを待っている、

神に選ばれて復活する事を望んでいるからだそ

うだ。◆今は単なる白い雪で、放射能を含んだ

フォールアウトの雪ではない。今のうちに、単

なる雪が降るうちに、いのちがあるうちに、正

しい知識を得て正しい判断ができる知恵を身に

つけている、そんな次世代を育もう。 (夢防)

会員の一言

再処理を止めれば原発は止まる。後世代に負債を残

さないため、この裁判は絶対死守しましょう。

(神奈川県 O.T様)


